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病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 二 号

病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

病 院 局 組 織 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 を 置 き 、 課 に 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 係 」 を 削 り 、

同 表 県 立 延 岡 病 院 の 頂 中 「 へ き 地 医 療 科 」 を 「 地 域 医 療 科 」 に 改 め 、

同 表 県 立 日 南 病 院 の 項 中 「 神 経 内 科 小 児 科 」 を 「 神 経 内 科 循 環

器 科 小 児 科 」 に 改 め 、 同 表 第 四 欄 を 削 る 。

第 五 条 第 二 項 中 「 を 置 き 、 課 に 同 表 の 第 四 欄 に 掲 げ る 係 」 を 削 り 、

同 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 六 条 第 二 項 の 表 へ き 地 医 療 科 の 項 を 削 る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 各 課 」 を 「 課 」 に 改 め 、 同 表 総 務 医 事 課 の 項 に

次 の 一 号 を 加 え る 。

十 三 患 者 の 社 会 復 帰 の 促 進 に 関 す る こ と 。

第 七 条 第 一 項 の 表 社 会 復 帰 促 進 課 の 項 を 削 る 。

第 十 一 条 の 表 県 立 宮 崎 病 院 、 県 立 延 岡 病 院 及 び 県 立 日 南 病 院 の 項

中 「 課 長 係 長 セ ン タ ー 長 」 を 「 課 長 セ ン タ ー 長 」 に 、 「 総 看

護 師 長 副 総 看 護 師 長 」 を 「 看 護 部 長 副 看 護 部 長 」 に 改 め 、 県 立

富 養 園 の 項 中 「 課 長 係 長 医 長 副 医 長 薬 剤 長 総 看 護 師 長

副 総 看 護 師 長 看 護 師 長 」 を 「 課 長 医 長 副 医 長 薬 剤 長 総 看

護 師 長 看 護 師 長 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 の 表 薬 剤 長 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 十 二 条 の 表 副 総 看 護 師 長 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 二 条 の 表 係 長 の 項 を 削 る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 そ の 他 の 職 員 の 職 と し て 、 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

病 院 局 事 務 の 決 裁 及 び 委 任 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管

理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 三 号

病 院 局 事 務 の 決 裁 及 び 委 任 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

程

病 院 局 事 務 の 決 裁 及 び 委 任 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院

局 企 業 管 理 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 第 十 三 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 四 号 を 第 十 五 号 と し 、 第

十 二 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 三 看 護 部 長 組 織 規 程 第 十 一 条 に 規 定 す る 看 護 部 長 を い う 。

第 五 条 第 二 項 中 「 総 看 護 師 長 」 を 「 看 護 部 長 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「 総 看 護 師 長 」 を 「 看 護 部 長 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

病 院 事 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 四 号

病 院 事 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

病 院 事 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院 局 企 業

管 理 規 程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 職 員 の 管 理 職 手 当 の 額 は 、 別 表 第 四

の 第 二 欄 に 掲 げ る 職 及 び 第 四 欄 に 掲 げ る 級 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 管 理 職 手 当 額 欄 に 定 め る 額 と す る 。

別 表 第 二 の ア 医 療 職 給 料 表 （ 一 ） 級 別 標 準 職 務 表 の 二 級 の 項 中 「

県 立 病 院 の 」 を 削 り 、 三 級 の 項 中 １ の 「 県 立 病 院 の 長 」 を 「 院 長 」

に 改 め 、 ２ か ら ５ ま で の 「 県 立 病 院 の 」 を 削 り 、 四 級 の 項 中 １ の 「

県 立 病 院 の 長 」 を 「 院 長 」 に 改 め 、 ２ 及 び ３ の 「 県 立 病 院 の 」 を 削

り 、 備 考 を 削 る 。

病 院
県 立

富 養
園

部
事 務 部

診 療 部

薬 剤 部

看 護 部

課 又 は 科

総 務 医 事 課

成 人 診 療 科 小 児 診 療 科

検 査 科 栄 養 管 理 科

看 護 部 長 上 司 の 命 を 受 け て 、 看 護 部 に 属 す る 事 務 を 処 理 す

る 。

副 看 護 部

長

看 護 部 長 を 補 佐 す る 。
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同 表 イ 医 療 職 給 料 表 （ 二 ） 級 別 標 準 職 務 表 の 三 級 、 四 級 及 び 五 級

の 項 中 「 係 長 」 を 「 副 主 幹 」 に 改 め 、 六 級 及 び 七 級 の 項 中 「 県 立 病

院 の 」 を 削 り 、 備 考 を 削 る 。

同 表 ウ 医 療 職 給 料 表 （ 三 ） 級 別 標 準 職 務 表 の 三 級 及 び 四 級 の 項 中

「 係 長 」 を 「 副 主 幹 」 に 改 め 、 五 級 の 項 中 「 県 立 病 院 の 副 総 看 護 師

長 」 を 「 副 看 護 部 長 及 び 総 看 護 師 長 」 に 、 「 係 長 」 を 「 副 主 幹 」 に

改 め 、 六 級 の 項 中 「 県 立 病 院 の 」 を 削 り 、 「 総 看 護 師 長 」 を 「 看 護

部 長 」 に 、 「 副 総 看 護 師 長 」 を 「 副 看 護 部 長 及 び 総 看 護 師 長 」 に 改

め 、 備 考 を 削 る 。

別 表 第 三 適 用 区 分 表 の 県 立 富 養 園 の 項 中 「 及 び 副 総 看 護 師 長 」 を

削 る 。
別 表 第 四 を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 五 号

病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 十 五 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 の 表 中 「 財 務 係 長 」 を 「 会 計 の 事 務 を 掌 理 す る 主 幹

又 は 副 主 幹 」 に 、 「 会 計 係 長 」 を 「 会 計 の 事 務 を 掌 理 す る 主 幹 又 は

副 主 幹 」 に 改 め る 。

第 四 十 六 条 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 か ら 第 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り

上 げ る 。

第 四 十 八 条 第 一 項 第 二 号 中 「 係 長 」 を 「 主 幹 又 は 副 主 幹 」 に 改 め

る 。
第 四 十 九 条 中 「 給 与 」 の 下 に 「 、 賃 金 」 を 加 え る 。

第 五 十 二 条 第 一 項 中 「 徴 し た 書 類 」 の 下 に 「 （ や む を 得 な い 理 由

に よ り 当 該 給 与 等 を 支 給 さ れ た 者 か ら 受 領 印 に 代 え て 受 領 の 署 名 を

徴 し た 場 合 は 、 当 該 受 領 の 署 名 を 徴 し た 書 類 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二

項 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 第 一 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 二 項 と す る 。

第 七 十 七 条 第 三 項 中 「 発 行 の 日 か ら 」 の 下 に 「 起 算 し て 」 を 加 え

る 。
第 百 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 電 子 入 札 ）

第 百 五 条 の 二 電 子 入 札 （ 宮 崎 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技

術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 七 号 ） 第 三

条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 入 札 を い う 。

次 項 に お い て 同 じ 。 ） に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 前 条 の 規 定 に か
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か わ ら ず 、 契 約 条 項 そ の 他 関 係 書 類 及 び 現 場 を 熟 知 の 上 、 入 札 者

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 必 要 な 事 項 を 入 力 し 、 所 定 の 日 時 ま で

に 、 契 約 担 当 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た 指 定 の フ ァ

イ ル に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 電 子 入 札 の 実 施 に つ い て は 、 別 に

定 め る 。

第 百 十 五 条 中 「 の 資 格 」 を 「 の 指 名 基 準 」 に 改 め る 。

第 百 八 十 三 条 第 一 項 中 「 次 に 掲 げ る 資 金 の 」 を 削 り 、 「 （ 以 下 「

前 任 者 」 と い う 。 ） が 、 当 該 」 を 「 が 、 前 渡 を 受 け た 」 に 、 「 前 任

者 は 」 を 「 当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 資 金 前 渡 職 員 （ 以 下 「 前 任 者 」

と い う 。 ） は 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を

「 前 二 項 」 に 改 め 、 「 前 任 者 」 の 下 に 「 （ 前 項 の 場 合 に お い て は 所

属 長 が 指 定 し た 職 員 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一

項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 前 任 者 が 事 故 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 自 ら

資 金 前 渡 事 務 の 引 継 ぎ を す る こ と が で き な い と き は 、 所 属 長 が 指

定 し た 職 員 が 後 任 者 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

病 院 局 電 子 署 名 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 六 号

病 院 局 電 子 署 名 規 程

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 病 院 局 文 書 公 印 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院

局 企 業 管 理 規 程 第 四 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 準 用 す る 文 書 取 扱 規

程 （ 平 成 二 年 訓 令 甲 第 五 号 ） 第 三 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 電 子 署 名 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 電 子 文 書 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の

知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と の で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用

に 供 さ れ る も の を い う 。

二 電 子 署 名 電 子 文 書 に つ い て 行 わ れ る 措 置 で あ っ て 、 次 の 要

件 の い ず れ に も 該 当 す る も の を い う 。

ア 当 該 電 子 文 書 が 当 該 措 置 を 行 っ た 者 の 作 成 に 係 る も の で あ

る こ と を 示 す た め の も の で あ る こ と 。

イ 当 該 電 子 文 書 に つ い て 改 変 が 行 わ れ て い な い か ど う か 確 認

す る こ と が で き る も の で あ る こ と 。

三 地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基 盤 地 方 公 共 団 体 が 国 又 は 地 方 公 共

団 体 と の 間 で 交 換 す る 電 磁 的 記 録 が 真 正 な も の で あ る こ と を 認

証 す る た め の 基 盤 を い う 。

四 公 開 鍵 証 明 書 公 開 鍵 （ 公 開 鍵 暗 号 で 使 用 さ れ る 対 と な る 電

子 的 な 鍵 の う ち 、 公 開 さ れ る 鍵 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び 発 行

対 象 を 識 別 す る 情 報 を 含 む デ ー タ に 、 地 方 公 共 団 体 組 織 認 証 基

盤 に お け る 認 証 局 （ 以 下 「 認 証 局 」 と い う 。 ） が 、 発 行 対 象 の

正 当 性 を 保 証 す る 電 子 署 名 を 付 与 し て 発 行 す る デ ー タ を い う 。

五 鍵 情 報 等 公 開 鍵 証 明 書 及 び 公 開 鍵 証 明 書 に 対 応 す る 秘 密 鍵

（ 公 開 鍵 の 発 行 を 受 け た 者 の み が 利 用 可 能 な 電 子 的 な 鍵 で 公 開

さ れ な い も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 並 び に 公 開 鍵 証 明 書 及 び 秘

別
表
第
４
（
第
６
条
、
第
10
条
関
係
）
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密 鍵 を 格 納 し た 媒 体 を い う 。

六 鍵 情 報 等 管 理 者 鍵 情 報 等 の 保 管 及 び 利 用 の 管 理 を 行 う 者 を

い う 。

（ 電 子 署 名 ）

第 三 条 電 子 署 名 は 、 鍵 情 報 等 の 運 用 に よ り 行 う も の と す る 。

（ 電 子 署 名 事 務 の 総 括 ）

第 四 条 病 院 局 経 営 管 理 課 長 （ 以 下 「 経 営 管 理 課 長 」 と い う 。 ） は 、

電 子 署 名 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る 。

（ 電 子 署 名 を 付 与 す る 電 子 文 書 の 発 信 者 名 ）

第 五 条 電 子 署 名 を 付 与 し た 電 子 文 書 は 、 次 に 掲 げ る 職 名 及 び 署 名

を も っ て 発 信 す る も の と す る 。

一 病 院 局 長

二 経 営 管 理 課 長

三 病 院 長

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 名 及 び 署 名 以 外 の 電 子 署 名 を 行 う 必 要 が あ

る と き は 、 経 営 管 理 課 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 管 理 者 ）

第 六 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 別 表 の と お り と す る 。

（ 鍵 情 報 等 の 発 行 等 ）

第 七 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に

は 、 鍵 情 報 等 の 発 行 を 、 鍵 情 報 等 発 行 等 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ）

に よ り 経 営 管 理 課 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

一 新 規 に 発 行 を 受 け よ う と す る 場 合

二 組 織 変 更 等 に よ る 公 開 鍵 証 明 書 の 記 載 情 報 の 変 更 の 発 生 に よ

り 新 た に 発 行 を 受 け よ う と す る 場 合

三 廃 止 又 は 失 効 に よ り 新 た に 発 行 を 受 け よ う と す る 場 合

２ 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 規 定 す る 鍵 情 報 等 の 発 行 の 申 請 は 、 鍵

情 報 等 の 使 用 開 始 の 一 月 前 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 経 営 管 理 課 長 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 当

該 申 請 の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 速 や か に 認 証 局 に

対 し 、 鍵 情 報 等 の 発 行 を 依 頼 し な け れ ば な ら な い 。

４ 経 営 管 理 課 長 は 、 認 証 局 か ら 鍵 情 報 等 の 発 行 を 受 け た と き は 、

当 該 鍵 情 報 等 を 鍵 情 報 等 管 理 台 帳 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） に 登 録 の 上 、

鍵 情 報 等 管 理 者 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 更 新 ）

第 八 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 鍵 情 報 等 の 有 効 期 間 満 了 後 も 引 き 続 き

当 該 鍵 情 報 等 を 使 用 す る と き は 、 鍵 情 報 等 の 使 用 開 始 の 一 月 前 ま

で に 、 鍵 情 報 等 の 更 新 を 、 鍵 情 報 等 発 行 等 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一

号 ） に よ り 経 営 管 理 課 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 鍵 情 報 等 の 更 新 に つ い て 準 用

す る 。

（ 鍵 情 報 等 の 廃 止 ）

第 九 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 鍵 情 報 等 を 廃 止 し よ う と す る 場 合 に は 、

鍵 情 報 等 発 行 等 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ） に よ り 経 営 管 理 課 長 に

申 請 し な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 事 故 報 告 及 び 失 効 ）

第 十 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に

は 、 直 ち に 、 鍵 情 報 等 事 故 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 三 号 ） に よ り 経 営

管 理 課 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

一 鍵 情 報 等 が 物 理 的 又 は 電 磁 気 的 破 損 に よ り 使 用 で き な く な っ

た 場 合

二 暗 証 番 号 （ 鍵 情 報 等 格 納 媒 体 を 使 用 し て 電 子 署 名 を 行 う 際 に

必 要 な 符 号 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 忘 失 に よ り 鍵 情 報 等 が 使 用

で き な く な っ た 場 合

三 鍵 情 報 等 に つ い て 盗 難 、 紛 失 そ の 他 の 事 故 が あ っ た 場 合

四 災 害 等 に よ り 鍵 情 報 等 の 所 在 が 不 明 と な っ た 場 合

五 暗 証 番 号 が 漏 え い し 、 又 は 漏 え い す る お そ れ が あ る 場 合

六 鍵 情 報 等 が 不 正 に 使 用 さ れ 、 又 は 不 正 に 使 用 さ れ 得 る 状 態 に

な っ た 場 合

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 鍵 情 報 等 が 危 た い 化 （ 盗 難 、 漏

え い 等 に よ り 他 人 に よ っ て 使 用 さ れ 得 る 状 態 に な る こ と を い う 。

以 下 同 じ 。 ） し 、 又 は 危 た い 化 す る お そ れ が あ る 場 合

２ 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 又 は 組

織 変 更 等 に よ り 公 開 鍵 証 明 書 の 記 載 情 報 の 変 更 が 発 生 す る 場 合 に

は 、 鍵 情 報 等 の 失 効 を 、 鍵 情 報 等 発 行 等 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 一 号 ）

に よ り 経 営 管 理 課 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 保 管 場 所 等 の 変 更 ）

第 十 一 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 鍵 情 報 等 の 保 管 場 所 又 は 鍵 情 報 等 管

理 者 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 速 や か に 、 そ の 内 容 を 、 鍵 情 報 等

管 理 保 管 状 況 変 更 ・ 廃 棄 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 四 号 ） に よ り 経 営 管

理 課 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 廃 棄 ）

第 十 二 条 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 鍵 情 報 等 の 更 新 、 廃 止 又 は 失 効 に よ

り 不 要 と な っ た 鍵 情 報 等 に つ い て は 、 格 納 さ れ た 秘 密 鍵 情 報 が 漏

え い し な い よ う に 、 裁 断 等 適 切 な 方 法 に よ り 廃 棄 し な け れ ば な ら

な い 。

２ 鍵 情 報 等 管 理 者 は 、 鍵 情 報 等 の 廃 棄 を 行 っ た 場 合 に は 、 そ の 廃

棄 の 状 況 を 、 鍵 情 報 等 管 理 保 管 状 況 変 更 ・ 廃 棄 報 告 書 （ 別 記 様 式

第 四 号 ） に よ り 経 営 管 理 課 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 管 理 ）

第 十 三 条 鍵 情 報 等 の 保 管 、 使 用 そ の 他 の 関 係 事 務 に つ い て は 、 病

院 局 文 書 公 印 規 程 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 四 号 ）

第 五 条 に 規 定 す る 公 印 取 扱 主 任 （ 以 下 「 公 印 取 扱 主 任 」 と い う 。 ）

が 鍵 情 報 等 管 理 者 の 監 督 の も と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 公 印 取 扱 主 任 は 、 鍵 情 報 等 の 保 管 に 当 た っ て は 、 鍵 情 報 等 を 常

に 堅 ろ う な 容 器 に 納 め 、 原 則 と し て そ の 容 器 に 錠 を 施 さ な け れ ば

な ら な い 。

３ 公 印 取 扱 主 任 は 、 鍵 情 報 等 及 び 暗 証 番 号 を 厳 重 に 管 理 し 、 暗 証

番 号 の 危 た い 化 を 防 止 す る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 鍵 情 報 等 の 使 用 ）

第 十 四 条 公 印 取 扱 主 任 は 、 電 子 署 名 を 付 与 す る 電 磁 的 記 録 が 決 裁

文 書 そ の 他 の 証 拠 書 類 と 相 違 な い こ と を 確 認 し た 上 で 、 鍵 情 報 等

を 使 用 し な け れ ば な ら な い 。

２ 公 印 取 扱 主 任 が 不 在 の 場 合 は 、 鍵 情 報 等 管 理 者 が あ ら か じ め 指

名 し た 者 に 鍵 情 報 等 を 使 用 さ せ る こ と が で き る 。

３ 鍵 情 報 等 は 、 公 印 取 扱 主 任 の 執 務 場 所 以 外 に 持 ち 出 し 、 使 用 す

る こ と が で き な い 。

（ 職 務 代 行 の 場 合 の 鍵 情 報 等 の 使 用 ）

第 十 五 条 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 名 の 職 に あ る 者 に 事 故 等 が

あ る た め 、 他 の 者 が 職 務 代 理 、 事 務 取 扱 等 に よ り そ の 職 務 を 代 行

す る 場 合 に お い て は 、 そ の 職 務 を 代 行 さ れ る 者 の 鍵 情 報 等 を 使 用

す る も の と す る 。

（ そ の 他 ）

第 十 六 条 こ の 規 程 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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